
旧国保被保険者とは、同一世帯内で、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方です。 
                   

※１ 同一世帯の国保加入者の中に、上表の各課税所得に該当する７０歳以上の方がいる世帯。ただし平成
２９年中の収入の合計額（必要経費や控除額を差し引く前の総収入額の合計額）が下表の基準収入額にあて

はまる場合には、申請をすると負担割合が「２割」（または「１割」）に変更されます。       
※２ 平成２７年１月２日以降７０歳となった国保加入者がいる世帯は、７０歳以上の国保加入者の旧ただ
し書き所得（＊）の合計が２１０万円以下の場合も一般となります。 
（＊平成２９年中の総所得金額等から基礎控除３３万円を引いた額） 
※３ 世帯主と国保加入世帯員全員が非課税の方。 
※４ 世帯主と国保加入世帯員全員が非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除（年金の所得は控除額
を８０万円として計算）を差し引いたときに０円となる方。 
※５ 計算期間一年間（毎年８月１日～翌年７月３１日）のうち、基準日時点（計算期間の末日）で一般区
分または住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額（月間の高額医療費が支給されている場合は支給

後の額）を合算し、１４４，０００円を超える場合に、その超える分を支給します。 
７０歳～７４歳までの方 高額の医療費を支払ったときの自己負担限度額（月額） 

（平成３０年８月１日～） 
　合計収入額 ５２０万円未満

　本人収入額 ３８３万円未満

世帯状況 基準収入額

　７０歳以上の国保加入者が複数いる世帯（擬制世帯主を除く）

　７０歳以上の国保加入者が単身の世帯（擬制世帯主を除く）

　７０歳以上の国保加入者が単身の世帯（擬制世帯主を除く）

　で、同一世帯に旧国保被保険者がいる世帯

　旧国保被保険者を含む合計収入額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５２０万円未満

多数回該当の金額は、直近１２か月間に４か月以上高額療養費に該当する場合 多数回該当

現役並みⅢ
※１

課税所得

６９０万円以上
１４０，１００円

現役並みⅡ
※１

課税所得

３８０万円以上

６９０万円未満

９３，０００円

現役並みⅠ
※１

課税所得

１４５万円以上

３８０万円未満

４４，４００円

一般
※２

課税所得

１４５万円未満

及び未申告

４４，４００円

低所得Ⅱ
※３

低所得Ⅰ
※４

自己負担限度額

外来（個人ごと）
世帯（７０歳以上国保加入者）

で外来・入院を合計

負担

割合
所得区分

住民税非課税

２５２，６００円＋
（医療費総額－８４２，０００円）×１％

２割

平成26年4月1日まで

に70歳になった方は1

割となります。

３割
１６７，４００円＋

（医療費総額－５５８，０００円）×１％

８０，１００円＋
（医療費総額－２６７，０００円)×１％

１８，０００円
年間上限※５

１４４，０００円

５７，６００円

　８，０００円
２４，６００円

１５，０００円


